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(57)【要約】
　端末要求による基地局制御の端末の送信スロットリン
グのための方法は、端末電力消費が低減されるべきかど
うか判定することと、端末電力消費が低減されるべきで
ある場合に、基地局へ、端末への不連続アップリンク送
信許可を発行するよう基地局に指示するデータを含むス
ロットリング要求信号を送信することと、基地局から、
不連続アップリンク送信許可を受信することとを含む。
【選択図】図２Ａ及び図２Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末要求による基地局制御の端末の送信スロットリングのための方法であって、
　端末電力消費が低減されるべきかどうか判定することと、
　前記端末電力消費が低減されるべきである場合に、基地局へ、端末への不連続アップリ
ンク送信許可を発行するよう前記基地局に指示するデータを含むスロットリング要求信号
を送信することと、
　前記基地局から、不連続アップリンク送信許可を受信することと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記端末電力消費が低減されるべきかどうか判定することは、
　前記端末が過熱のリスクにさらされていると判定すること、
　前記端末への電力供給不足を判定すること、及び
　前記端末が比吸収率（ＳＡＲ（Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ　Ｒａｔｅ）
）の規制要件を超えるリスクにさらされていると判定すること
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記基地局へスロットリング要求信号を送信することは、無線リソース制御（ＲＲＣ（
ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ））層を介して前記スロットリング要求
信号を送信することを含む、請求項１の方法。
【請求項４】
　前記スロットリング要求信号は、前記不連続アップリンク送信許可についての最大デュ
ーティサイクルを表すデータを含む、請求項１の方法。
【請求項５】
　前記最大デューティサイクルを表す前記データは、２つの可能な最大デューティサイク
ルレベルであって、
　約１／３デューティサイクル及び約２／３デューティサイクル、並びに
　約１／２デューティサイクル及び約１００％のデューティサイクル
　からなる群より選択される前記最大デューティサイクルレベルを表す１ビットに対応す
る、請求項４の方法。
【請求項６】
　前記最大デューティサイクルを表す前記データは、４つの可能な最大デューティサイク
ルレベルであって、
　約１／５デューティサイクル、約２／５デューティサイクル、約３／５デューティサイ
クル、及び約４／５デューティサイクル、並びに
　約１／４デューティサイクル、約１／２デューティサイクル、約３／４デューティサイ
クル、及び約１００％のデューティサイクル
　からなる群より選択される前記最大デューティサイクルレベルを表す２ビットに対応す
る、請求項４の方法。
【請求項７】
　前記最大デューティサイクルを表す前記データは、８つの可能な最大デューティサイク
ルレベルであって、
　約１／９デューティサイクル、約２／９デューティサイクル、約１／３デューティサイ
クル、約４／９デューティサイクル、約５／９デューティサイクル、約６／９デューティ
サイクル、約７／９デューティサイクル、及び約８／９デューティサイクル、並びに
　約１／８デューティサイクル、約１／４デューティサイクル、約３／８デューティサイ
クル、約１／２デューティサイクル、約５／８デューティサイクル、約３／８デューティ
サイクル、約７／８デューティサイクル、及び約１００％のデューティサイクル
　からなる群より選択される前記最大デューティサイクルレベルを表す３ビットに対応す
る、請求項４の方法。
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【請求項８】
　前記端末電力消費がもうそれ以上低減されるべきでない場合に、前記基地局へ、前記端
末への前記不連続アップリンク送信許可をもうそれ以上発行しないよう前記基地局に指示
するデータを含む第２のスロットリング要求信号を送信すること
　を含む、請求項１の方法。
【請求項９】
　端末要求による基地局制御の端末の送信スロットリングを含む無線通信システムで動作
するための端末であって、
　端末電力消費が低減されるべきかどうか判定するように構成される電力消費論理と、
　前記電力消費論理に動作可能に接続され、前記電力消費論理から、前記端末電力消費が
低減されるべきかどうかについての指示を受け取るように構成されるスロットリング論理
であって、前記スロットリング論理が前記電力消費論理から、前記端末電力消費が低減さ
れるべきであるという前記指示を受け取る場合、前記スロットリング論理は、前記端末へ
の不連続アップリンク送信許可を発行するよう前記基地局に指示するデータを含むスロッ
トリング要求信号を符号化するように構成される、前記スロットリング論理と、
　前記スロットリング要求信号を送信するように構成される送信機と、
　前記基地局から、前記不連続アップリンク送信許可を受信するように構成される受信機
と
　を含む端末。
【請求項１０】
　前記電力消費論理は、前記端末電力消費が低減されるべきかどうかを、
　前記端末が過熱のリスクにさらされていると判定すること、
　前記端末への電力供給不足を判定すること、及び
　前記端末が比吸収率（ＳＡＲ）の規制要件を超えるリスクにさらされていると判定する
こと
　のうちの少なくとも１つによって判定するように構成される、請求項９の端末。
【請求項１１】
　前記送信機は、無線リソース制御（ＲＲＣ）層を介して前記スロットリング要求信号を
送信するように構成される、請求項９の端末。
【請求項１２】
　前記スロットリング要求信号は、前記不連続アップリンク送信許可についての最大デュ
ーティサイクルを表すデータを含む、請求項９の端末。
【請求項１３】
　前記最大デューティサイクルを表す前記データは、２つの可能な最大デューティサイク
ルレベルであって、
　約１／３デューティサイクル及び約２／３デューティサイクル、並びに
　約１／２デューティサイクル及び約１００％のデューティサイクル
　からなる群より選択される前記最大デューティサイクルレベルを表す１ビットに対応す
る、請求項１２の端末。
【請求項１４】
　前記最大デューティサイクルを表す前記データは、４つの可能な最大デューティサイク
ルレベルであって、
　約１／５デューティサイクル、約２／５デューティサイクル、約３／５デューティサイ
クル、及び約４／５デューティサイクル、並びに
　約１／４デューティサイクル、約１／２デューティサイクル、約３／４デューティサイ
クル、及び約１００％のデューティサイクル
　からなる群より選択される前記最大デューティサイクルレベルを表す２ビットに対応す
る、請求項１２の端末。
【請求項１５】
　前記最大デューティサイクルを表す前記データは、８つの可能な最大デューティサイク
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ルレベルであって、
　約１／９デューティサイクル、約２／９デューティサイクル、約１／３デューティサイ
クル、約４／９デューティサイクル、約５／９デューティサイクル、約６／９デューティ
サイクル、約７／９デューティサイクル、及び約８／９デューティサイクル、並びに
　約１／８デューティサイクル、約１／４デューティサイクル、約３／８デューティサイ
クル、約１／２デューティサイクル、約５／８デューティサイクル、約３／８デューティ
サイクル、約７／８デューティサイクル、及び約１００％のデューティサイクル
　からなる群より選択される前記最大デューティサイクルレベルを表す３ビットに対応す
る、請求項１２の端末。
【請求項１６】
　前記電力消費論理は、前記端末電力消費がもうそれ以上低減されるべきでないかどうか
判定するように更に構成され、
　前記スロットリング論理は、前記電力消費論理から、前記端末電力消費がもうそれ以上
低減されるべきでないかどうかについての指示を受け取るように更に構成され、前記スロ
ットリング論理が前記電力消費論理から、前記端末電力消費がもうそれ以上低減されるべ
きでないという前記指示を受け取る場合、前記スロットリング論理は、前記端末への前記
不連続アップリンク送信許可をもうそれ以上発行しないよう前記基地局に指示するデータ
を含む第２のスロットリング要求信号を符号化するように構成され、
　前記送信機は、前記第２のスロットリング要求信号を送信するように更に構成される、
　請求項９の端末。
【請求項１７】
　端末要求による基地局制御の端末の送信スロットリングを含む無線通信システムで動作
するための電子デバイスであって、
　要求側の端末から、前記端末への不連続アップリンク送信許可を発行するよう指示する
データを含むスロットリング要求信号を受信するように構成される受信機と、
　前記受信機に動作可能に接続され、前記受信機が前記端末への不連続アップリンク送信
許可を発行するよう指示するデータを含む前記スロットリング要求信号を受信する場合、
不連続アップリンク送信許可信号を生成するように構成されるアップリンク送信スケジュ
ーリング論理と、
　前記アップリンク送信スケジューリング論理に動作可能に接続され、前記要求側の端末
へ前記不連続アップリンク送信許可信号を送信するように構成される送信機と
　を含むデバイス。
【請求項１８】
　前記受信機は、無線リソース制御（ＲＲＣ）層を介して前記スロットリング要求信号を
受信するように構成される、請求項１７のデバイス。
【請求項１９】
　前記スロットリング要求信号は、前記不連続アップリンク送信許可についての最大デュ
ーティサイクルを表すデータを含み、前記最大デューティサイクルを表す前記データは、
　２つの可能な最大デューティサイクルレベルであって、
　約１／３デューティサイクル及び約２／３デューティサイクル、並びに
　約１／２デューティサイクル及び約１００％のデューティサイクル
　からなる群より選択される前記最大デューティサイクルレベルを表す１ビット；
　４つの可能な最大デューティサイクルレベルであって、
　約１／５デューティサイクル、約２／５デューティサイクル、約３／５デューティサイ
クル、及び約４／５デューティサイクル、並びに
　約１／４デューティサイクル、約１／２デューティサイクル、約３／４デューティサイ
クル、及び約１００％のデューティサイクル
　からなる群より選択される前記最大デューティサイクルレベルを表す２ビット；
　８つの可能な最大デューティサイクルレベルであって、
　約１／９デューティサイクル、約２／９デューティサイクル、約１／３デューティサイ
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クル、約４／９デューティサイクル、約５／９デューティサイクル、約６／９デューティ
サイクル、約７／９デューティサイクル、及び約８／９デューティサイクル、並びに
　約１／８デューティサイクル、約１／４デューティサイクル、約３／８デューティサイ
クル、約１／２デューティサイクル、約５／８デューティサイクル、約３／８デューティ
サイクル、約７／８デューティサイクル、及び約１００％のデューティサイクル
　からなる群より選択される前記最大デューティサイクルレベルを表す３ビット
　のうちの少なくとも１つに対応する、請求項１７のデバイス。
【請求項２０】
　前記受信機は、前記要求側の端末から、前記端末への前記不連続アップリンク送信許可
をもうそれ以上発行しないよう指示するデータを含む第２のスロットリング要求信号を受
信するように更に構成され、
　前記アップリンク送信スケジューリング論理は、前記受信機が前記第２のスロットリン
グ要求信号を受信する場合、非不連続アップリンク送信許可信号を生成するように更に構
成され、
　前記送信機は、要求側の端末へ非不連続アップリンク送信許可信号を送信するように更
に構成される、
　請求項１７のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の技術は、一般に、無線通信ネットワークで動作する携帯用電子デバイス及び送
信機器に関し、より詳細には、端末要求による基地局制御の端末の送信スロットリングの
ためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機やスマートフォン、タブレットコンピュータ、セルラー接続されたラップト
ップコンピュータ、及び類似したデバイスといったセルラーネットワークで動作する携帯
用電子デバイスの人気は高まる一方である。典型的な無線通信ネットワークにおいて、端
末（移動局及び／又はユーザ機器（ＵＥ）としても知られる）は、１つ以上のコアネット
ワークへ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）を介して通信する。ＲＡＮは、複数のセル
エリアに分割される地理的なエリアをカバーし、各セルエリアは、基地局、例えば無線基
地局（ＲＢＳ）によってサービスされる。ＲＢＳは、いくつかのネットワークにおいて、
例えば、ＵＭＴＳのＮｏｄｅＢやＬＴＥのｅＮｏｄｅＢとも呼ばれる。セルは、基地局サ
イトにある無線基地局機器によって無線カバレッジを提供される地理的なエリアである。
各セルは、ローカル無線エリア内のＩＤによって識別され、当該ＩＤは、当該セルにおい
てブロードキャストされる。基地局は、当該基地局のレンジ内にある端末と、無線周波数
上で動作するエアインタフェース上で通信する。
【０００３】
　ＲＡＮの一例において、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）は、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　
ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）から進化した無線通信システム
である。ＵＭＴＳでは、ＲＡＮはＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａ
ｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）と呼ばれる。ＵＴＲＡＮは、無線アクセス技術
（ＲＡＴ）の中でも特に、移動局と端末との間の通信について広帯域符号分割多重アクセ
ス（ＷＣＤＭＡ）を用いるＲＡＮである。ＵＭＴＳにおける基地局はＮｏｄｅＢとして知
られ、ＮｏｄｅＢは無線ネットワークコントローラ（ＲＣＮ）に接続し、ＲＣＮは、そこ
に接続されるＮｏｄｅＢの種々のアクティビティを、管理し、協調させる。
【０００４】
　ＲＡＮの別の例において、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、Ｕ
ＭＴＳから進化した、Ｅ‐ＵＴＲＡＮ（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒ
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ｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）として知られるＲＡＮを
利用する無線通信システムである。Ｅ‐ＵＴＲＡＮは、移動局と端末との間の通信につい
てＬＴＥとしても知られるＲＡＴを用いるＲＡＮである。ＬＴＥでは、基地局は、ｅＮｏ
ｄｅＢとして知られ、ＲＮＣではなくコアネットワークへ直接的に接続される。一般に、
ＬＴＥでは、ＲＮＣの機能は、ネットワーク内のｅＮｏｄｅＢ間で分散される。
【０００５】
　ＵＭＴＳやＬＴＥといった無線通信システムにおいて、端末及び基地局内の最大電力消
費エレメントのうちの１つは、典型的には、無線送信機への電力増幅器である。これらの
システムでは、最大利用可能出力電力は、通常、ダウンリンク方向（即ち、基地局から端
末への送信）よりもアップリンク方向（即ち、端末から基地局への送信）の方が低い。そ
うした非対称的な電力バランスの理由は、端末が電池式であり、よって、端末の電力増幅
器の電力は制限されるおそれがあり、他方、基地局は電力線に接続し、よって、電力増幅
器によって消費される電力量に対する制約条件がより少ないことであり得る。この非対称
的な電力バランスが原因で、ネットワークカバレッジ全体が、ダウンリンク方向に比べて
アップリンク方向において一般に制限される。
【０００６】
　最大出力電力に関してアップリンク送信が制限される他の理由には発熱が含まれる。例
えば、無人の小屋などに配置され得る基地局とは異なり、端末は、多くの場合、人間のユ
ーザによって使用されることが意図される。端末がその最大指定電力で絶え間なく送信し
た場合、端末は過剰な熱を発生する可能性があり、それによって端末は安全でなくなり、
又は、少なくとも、ユーザが扱うのに不快な状態になり得るはずである。最大出力電力に
関してアップリンク送信が制限される別の理由は、端末が利用できる最大瞬間電力供給で
あり得る。例えば、端末は、ＵＳＢ２．０コネクタによって電力供給される場合があり、
ＵＳＢ２．０の合計最大電流ドレインは５００ｍＡ／５Ｖである。
【０００７】
　この非対称的な電力バランス制限は、関与する端末が、端末電力を更に制限する限られ
た出力電力のシナリオであるときに特に深刻である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ここで開示されるシステム及び方法の概念は、無線通信システム内の端末が、基地局に
、端末の送信機のデューティサイクルを実質的に制限することにより端末の電力増幅器の
電力消費を制限するよう信号を送るためのケイパビリティを含む。基地局は、アップリン
ク送信許可を介して端末がいつ送信するか制御するため、低電力レベルで動作している端
末は基地局に、アップリンク送信をスロットリングしてその電力増幅器の電力消費を低減
させるよう要求し得る。ここで開示されるシステム及び方法の概念は、無線通信システム
仕様へ可能な制御信号を追加することを含み得る。ＬＴＥ及びＵＴＭＳに関連する３ＧＰ
Ｐ規格では、この概念は、端末固有の推奨される最大アップリンク送信デューティサイク
ルの指示のための無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングへのメッセージの追加を伴い
得る。この追加のシグナリングメッセージは、現在限られた出力電力のシナリオである端
末による使用を対象とし、端末が不連続アップリンク送信許可を要求することを可能にす
るはずである。
【０００９】
　この概念の利益は、瞬間的な出力電力レベルが連続アップリンク送信で可能なはずの出
力レベルより高い場合でさえも、端末がネットワークとの接続を維持し得ることを含む。
これは、それだけに限らないが、より大きなネットワークシステムカバレッジを提供する
こと、より長い端末電池寿命を可能にすること、端末過熱のリスクを低減すること、及び
最大端末エネルギー放出（ＳＡＲ）に関する規制要件を管理することを含む、端末におけ
る送信電力関連の問題の解決に役立ち得る。
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　したがって、本発明の一態様において、端末要求による基地局制御の端末の送信スロッ
トリングのための方法は、端末電力消費が低減されるべきかどうか判定することと、端末
電力消費が低減されるべきである場合に、基地局へ、端末への不連続アップリンク送信許
可を発行するよう基地局に指示するデータを含むスロットリング要求信号を送信すること
と、基地局から、不連続アップリンク送信許可を受信することと、を含む。
【００１１】
　一実施形態では、端末電力消費が低減されるべきかどうか判定することは、端末が過熱
のリスクにさらされていると判定すること、端末への電力供給不足を判定すること、及び
端末が比吸収率（ＳＡＲ（Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ａｂｓｏｒｐｔｉｏｎ　Ｒａｔｅ））の規
制要件を超えるリスクにさらされていると判定すること、のうちの少なくとも１つを含む
。
【００１２】
　別の実施形態では、基地局へスロットリング要求信号を送信することは、無線リソース
制御（ＲＲＣ）層を介してスロットリング要求信号を送信することを含む。
【００１３】
　更に別の実施形態では、スロットリング要求信号は、不連続アップリンク送信許可につ
いての最大デューティサイクルを表すデータを含む。
【００１４】
　一実施形態では、最大デューティサイクルを表すデータは、２つの可能な最大デューテ
ィサイクルレベルであって、約１／３デューティサイクル及び約２／３デューティサイク
ル、並びに約１／２デューティサイクル及び約１００％のデューティサイクルからなる群
より選択される最大デューティサイクルレベルを表す１ビットに対応する。
【００１５】
　別の実施形態では、最大デューティサイクルを表すデータは、４つの可能な最大デュー
ティサイクルレベルであって、約１／５デューティサイクル、約２／５デューティサイク
ル、約３／５デューティサイクル、及び約４／５デューティサイクル、並びに約１／４デ
ューティサイクル、約１／２デューティサイクル、約３／４デューティサイクル、及び約
１００％のデューティサイクルからなる群より選択される最大デューティサイクルレベル
を表す２ビットに対応する。
　
【００１６】
　更に別の実施形態では、最大デューティサイクルを表すデータは、８つの可能な最大デ
ューティサイクルレベルであって、約１／９デューティサイクル、約２／９デューティサ
イクル、約１／３デューティサイクル、約４／９デューティサイクル、約５／９デューテ
ィサイクル、約６／９デューティサイクル、約７／９デューティサイクル、及び約８／９
デューティサイクル、並びに約１／８デューティサイクル、約１／４デューティサイクル
、約３／８デューティサイクル、約１／２デューティサイクル、約５／８デューティサイ
クル、約３／８デューティサイクル、約７／８デューティサイクル、及び約１００％のデ
ューティサイクルからなる群より選択される最大デューティサイクルレベルを表す３ビッ
トに対応する。
【００１７】
　一実施形態では、方法は、端末電力消費がもうそれ以上低減されるべきでない場合に、
基地局へ、端末への不連続アップリンク送信許可をもうそれ以上発行しないよう基地局に
指示するデータを含む第２のスロットリング要求信号を送信すること、を含む。
【００１８】
　本発明の別の態様において、端末要求による基地局制御の端末の送信スロットリングを
含む無線通信システムで動作するための端末は、端末電力消費が低減されるべきかどうか
判定するように構成される電力消費論理と、電力消費論理に動作可能に接続され、電力消
費論理から、端末電力消費が低減されるべきかどうかについての指示を受け取るように構
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成されるスロットリング論理であって、スロットリング論理が電力消費論理から、端末電
力消費が低減されるべきであるという指示を受け取る場合、スロットリング論理は、端末
への不連続アップリンク送信許可を発行するよう基地局に指示するデータを含むスロット
リング要求信号を符号化するように構成される、スロットリング論理と、スロットリング
要求信号を送信するように構成される送信機と、基地局から、不連続アップリンク送信許
可を受信するように構成される受信機と、を含む。
【００１９】
　一実施形態では、電力消費論理は、端末電力消費が低減されるべきかどうかを、端末が
過熱のリスクにさらされていると判定すること、端末への電力供給不足を判定すること、
及び端末が比吸収率（ＳＡＲ）の規制要件を超えるリスクにさらされていると判定するこ
と、のうちの少なくとも１つによって判定するように構成される。
【００２０】
　別の実施形態では、送信機は、無線リソース制御（ＲＲＣ）層を介してスロットリング
要求信号を送信するように構成される。
【００２１】
　更に別の実施形態では、スロットリング要求信号は、不連続アップリンク送信許可につ
いての最大デューティサイクルを表すデータを含む。
【００２２】
　一実施形態では、最大デューティサイクルを表すデータは、２つの可能な最大デューテ
ィサイクルレベルであって、約１／３デューティサイクル及び約２／３デューティサイク
ル、並びに約１／２デューティサイクル及び約１００％のデューティサイクルからなる群
より選択される最大デューティサイクルレベルを表す１ビットに対応する。
【００２３】
　別の実施形態では、最大デューティサイクルを表すデータは、４つの可能な最大デュー
ティサイクルレベルであって、約１／５デューティサイクル、約２／５デューティサイク
ル、約３／５デューティサイクル、及び約４／５デューティサイクル、並びに約１／４デ
ューティサイクル、約１／２デューティサイクル、約３／４デューティサイクル、及び約
１００％のデューティサイクルからなる群より選択される最大デューティサイクルレベル
を表す２ビットに対応する。
【００２４】
　更に別の実施形態では、最大デューティサイクルを表すデータは、８つの可能な最大デ
ューティサイクルレベルであって、約１／９デューティサイクル、約２／９デューティサ
イクル、約１／３デューティサイクル、約４／９デューティサイクル、約５／９デューテ
ィサイクル、約６／９デューティサイクル、約７／９デューティサイクル、及び約８／９
デューティサイクル、並びに約１／８デューティサイクル、約１／４デューティサイクル
、約３／８デューティサイクル、約１／２デューティサイクル、約５／８デューティサイ
クル、約３／８デューティサイクル、約７／８デューティサイクル、及び約１００％のデ
ューティサイクルからなる群より選択される最大デューティサイクルレベルを表す３ビッ
トに対応する。
【００２５】
　一実施形態では、電力消費論理は、端末電力消費がもうそれ以上低減されるべきでない
かどうか判定するように更に構成され、スロットリング論理は、電力消費論理から、端末
電力消費がもうそれ以上低減されるべきでないかどうかについての指示を受け取るように
更に構成され、スロットリング論理が電力消費論理から、端末電力消費がもうそれ以上低
減されるべきでないという指示を受け取る場合、スロットリング論理は、端末への不連続
アップリンク送信許可をもうそれ以上発行しないよう基地局に指示するデータを含む第２
のスロットリング要求信号を符号化するように構成され、送信機は、第２のスロットリン
グ要求信号を送信するように更に構成される。
【００２６】
　本発明の更に別の態様において、端末要求による基地局制御の端末の送信スロットリン
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グを含む無線通信システムで動作するための電子デバイスは、要求側の端末から、端末へ
の不連続アップリンク送信許可を発行するよう指示するデータを含むスロットリング要求
信号を受信するように構成される受信機と、受信機に動作可能に接続され、受信機が端末
への不連続アップリンク送信許可を発行するよう指示するデータを含むスロットリング要
求信号を受信する場合、不連続アップリンク送信許可信号を生成するように構成されるア
ップリンク送信スケジューリング論理と、アップリンク送信スケジューリング論理に動作
可能に接続され、要求側の端末へ不連続アップリンク送信許可信号を送信するように構成
される送信機と、を含む。
【００２７】
　一実施形態では、受信機は、無線リソース制御（ＲＲＣ）層を介してスロットリング要
求信号を受信するように構成される。
【００２８】
　別の実施形態では、スロットリング要求信号は、不連続アップリンク送信許可について
の最大デューティサイクルを表すデータを含み、最大デューティサイクルを表すデータは
、２つの可能な最大デューティサイクルレベルであって、約１／３デューティサイクル及
び約２／３デューティサイクル、並びに約１／２デューティサイクル及び約１００％のデ
ューティサイクルからなる群より選択される最大デューティサイクルレベルを表す１ビッ
ト；　４つの可能な最大デューティサイクルレベルであって、約１／５デューティサイク
ル、約２／５デューティサイクル、約３／５デューティサイクル、及び約４／５デューテ
ィサイクル、並びに約１／４デューティサイクル、約１／２デューティサイクル、約３／
４デューティサイクル、及び約１００％のデューティサイクルからなる群より選択される
最大デューティサイクルレベルを表す２ビット；８つの可能な最大デューティサイクルレ
ベルであって、約１／９デューティサイクル、約２／９デューティサイクル、約１／３デ
ューティサイクル、約４／９デューティサイクル、約５／９デューティサイクル、約６／
９デューティサイクル、約７／９デューティサイクル、及び約８／９デューティサイクル
、並びに、約１／８デューティサイクル、約１／４デューティサイクル、約３／８デュー
ティサイクル、約１／２デューティサイクル、約５／８デューティサイクル、約３／８デ
ューティサイクル、約７／８デューティサイクル、及び約１００％のデューティサイクル
からなる群より選択される最大デューティサイクルレベルを表す３ビット、のうちの少な
くとも１つに対応する。
【００２９】
　更に別の実施形態では、受信機は、要求側の端末から、端末への不連続アップリンク送
信許可をもうそれ以上発行しないよう指示するデータを含む第２のスロットリング要求信
号を受信するように更に構成され、アップリンク送信スケジューリング論理は、受信機が
第２のスロットリング要求信号を受信する場合、非不連続アップリンク送信許可信号を生
成するように更に構成され、送信機は、要求側の端末へ非不連続アップリンク送信許可信
号を送信するように更に構成される。
【００３０】
　本発明の上記その他の特徴は、以下の説明及び添付の図面を参照すれば明らかになるで
あろう。説明及び図面では、本発明の原理が用いられ得るやり方のうちのいくつかを示す
ものとして、本発明の特定の実施形態が詳細に開示されているが、本発明はそれらの実施
形態に対応して範囲が限定されるものではないことが理解される。そうではなく、本発明
は、添付の特許請求の範囲の趣旨及び文言の範囲内に含まれるあらゆる変更、改変及び均
等物を含むものである。
【００３１】
　ある実施形態に関して記述され、且つ／又は図示される特徴は、１つ以上の他の実施形
態で同じやり方で、若しくは類似したやり方で使用されてよく、且つ／又は、その他の実
施形態の特徴と組み合わせて、若しくはそれらの特徴の代わりに使用されてよい。
【００３２】
　“含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）”及び“含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）”という用語は
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、本明細書で使用される場合、記載される特徴、整数、ステップ又はコンポーネントの存
在を指定するものと理解されるが、１つ以上の他の特徴、整数、ステップ、コンポーネン
ト、又はそれらのグループの存在又は追加を排除するものではないことを強調しておく必
要がある。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】無線通信ネットワークの一部分を例示する図である。
【図２Ａ】端末が不連続アップリンク送信許可を発行するよう基地局に信号を送る前（図
２Ａ）の端末送信許可と信号を送った後（図２Ｂ）の端末送信許可の生じ得る差異例を例
示する図である。
【図２Ｂ】端末が不連続アップリンク送信許可を発行するよう基地局に信号を送る前（図
２Ａ）の端末送信許可と信号を送った後（図２Ｂ）の端末送信許可の生じ得る差異例を例
示する図である。
【図３】端末及び基地局の例示的なブロック図を含む無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ
）の概略図である。
【図４】端末要求による基地局制御の端末の送信スロットリングのための方法の論理フロ
ーを示す図である。
【図５】端末要求による基地局制御の端末の送信スロットリングを含む無線通信システム
で動作するための電子デバイスのための方法の論理フローを示す図である。
【図６】例示的な実施形態において携帯電話機で表される、例示的な端末を示す詳細なブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　次に、本発明の実施形態を、図面を参照して説明する。図面において、類似の参照番号
は全体を通して類似のエレメントを指すのに使用されている。図は必ずしも縮尺どおりと
は限らないことが理解されるであろう。
【００３５】
　図１に、無線通信ネットワーク１０の一部分を例示する。ネットワーク１０は無線アク
セスネットワーク（ＲＡＮ）１２を含む。図１では、ＲＡＮ１２を、Ｅ‐ＵＴＲＡＮ（Ｅ
ｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、例えば、ＬＴＥと関連付けられるＲＡＮとして例示している。し
かし、ＲＡＮ１２は、現在配備されているＲＡＮはもとより、現在開発中のＲＡＮ又は将
来開発されることになるＲＡＮを含むＥ‐ＵＴＲＡＮ以外の任意のＲＡＮであってもよい
。ネットワーク１０はコアネットワーク１９を含み、コアネットワーク１９はＲＡＮ１２
によって接続される顧客へ種々のサービスを提供する通信ネットワーク１０の部分を含む
。
【００３６】
　ＲＡＮ１２は端末１４ａ～ｂを含む。端末１４ａ～ｂは、ＬＴＥでユーザ機器（ＵＥ）
と呼ばれるものである。現在配備されているネットワークはもとより、現在開発中のネッ
トワーク又は将来開発されることになるネットワークを含む、ＬＴＥ以外の無線通信ネッ
トワークでは、端末は、端末、移動局、又はユーザ機器以外の用語で呼ばれ得る。しかし
、ここで用いられる端末という用語は、ＵＭＴＳやＬＴＥといった無線通信ネットワーク
はもとよりＵＭＴＳ及びＬＴＥ以外のネットワーク内の端末、並びに、各端末が、ＬＴＥ
のコンテキストにおいてここで記述される端末と類似した機能を有する、まだ開発されて
おらず、又は配備されていないネットワーク内の端末を含むものであることが意図されて
いる。
【００３７】
　ＲＡＮ１２は、基地局１６を更に含む。先に論じたように、ＬＴＥでは、基地局１６は
ｅＮｏｄｅＢ（進化型ＮｏｄｅＢ又はｅＮＢ）として知られる。現在配備されているネッ
トワークはもとより、現在開発中のネットワーク又は将来開発されることになるネットワ
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ークを含む、ＬＴＥ以外の無線通信ネットワークでは、基地局は、基地局、ＮｏｄｅＢ、
又はｅＮｏｄｅＢ以外の用語で呼ばれ得る。しかし、ここで用いられる基地局という用語
は、ＵＭＴＳやＬＴＥといった無線通信ネットワークはもとよりＵＭＴＳ及びＬＴＥ以外
のネットワーク内の基地局、並びに、各基地局がＬＴＥのコンテキストにおいてここで記
述される基地局と類似した機能を有する、まだ開発されておらず、又は配備されていない
ネットワーク内の基地局を含むものであることを意図されている。さらに、ここで用いら
れる基地局という用語は、端末のアップリンク送信を、ここで開示される基地局と同様の
やり方で制御する無線通信システム内の他のエンティティも含み得る。例えば、端末のア
ップリンク送信を制御するようにできている中継ノードは、基地局として振る舞う。
【００３８】
　基地局１６は、エアインタフェースを介し、ＲＡＴを用いて端末１４ａと通信する。Ｌ
ＴＥでは、ＲＡＴはＬＴＥとして知られ、エアインタフェースはＬＴＥ‐Ｕｕとして知ら
れる。ＲＡＮ１２は、控えめに（ｄｉｓｃｒｅｅｔｌｙ）ＬＴＥと記述されているが、実
際には、基地局は、複数の異なるＲＡＴで送信することができるマルチ無線ユニットであ
り得る。セルラーサイトにおけるインフラストラクチャの再利用、並びにバックホールケ
イパビリティにより、単一の基地局が、複数のＲＡＴを使用し、複数の搬送周波数で送信
することになり得る。
【００３９】
　ＬＴＥといった多くの通信システムでは、基地局１６は、端末１４ａ～ｂがいつアップ
リンク送信を許されるかを制御し、この目的で、基地局１６は、端末がいつ送信を許され
るかを制御するアップリンク送信許可を提供する。このように、基地局１６は、データ送
信スケジューリングといったシステムの局面を制御することにより、アップリンク送信容
量を最適化し、合計アップリンク干渉レベルを抑制することができる。データが端末のバ
ッファに到着した後でアップリンク方向にデータを送信する手順は、典型的には、以下の
とおりである。１）基地局１６が利用可能なスケジューリング要求（ＳＲ）リソースを有
するサブフレームにおいて、端末は、端末１４ａ又は端末１４ｂが新しいデータを有する
ことを指示するための１ビットフラグであるＳＲを送信する。２）基地局１６はＳＲを受
信し、処理遅延の後で、初期アップリンク送信許可が端末１４ａ又は端末１４ｂへ送信さ
れ、アップリンク送信のための時間／周波数リソースを割り振る。３）許可されたリソー
スを用いて、端末１４ａ又は端末１４ｂは、データと、送信後に端末１４ａ又は端末１４
ｂのバッファにどれほどの利用可能なデータを有するかを基地局１６に指示するためのバ
ッファ状態報告（ＢＳＲ（Ｂｕｆｆｅｒ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｒｅｐｏｒｔ））を送信する。
４）基地局１６がＢＳＲを受信すると、基地局１６は、端末１４ａ又は端末１４ｂへのア
ップリンクリソースの割り振りを続けることができ、端末１４ａ又は端末１４ｂは次のア
ップリンク送信を実行することができる。アップリンクリソースのスケジューリングに関
する決定は、サービス品質（ＱｏＳ）パラメータ、バッファ状態、アップリンクチャネル
品質測定、端末ケイパビィティなどに基づくものであってよい。
【００４０】
　ＲＡＮ１２では、端末１４ａ～ｂは、端末電力消費が低減される必要があるかどうか判
定する。端末の電力消費は、生じ得る理由の中でも特に、端末が過熱のリスクにさらされ
ているために、端末への電力供給の不足が生じるために、又は、端末が比吸収率（ＳＡＲ
）の規制要件を超えるリスクにさらされているために、低減させる必要を生じ得る。端末
電力消費が低減される必要があると端末１４ａ又は端末１４が判定する都度、端末１４ａ
又は端末１４ｂは、端末１４ａ又は端末１４ｂに不連続アップリンク送信許可を発行する
よう（例えば、無線リソース制御（ＲＲＣ）層を介して）基地局１６に信号を送る。基地
局１６は、次に、不連続アップリンク送信許可を発行し、端末の電力消費を実質的に制限
する。
【００４１】
　同様に、端末電力消費がもうそれ以上低減される必要がないと端末１４ａ又は端末１４
ｂが判定する都度、端末１４ａ又は端末１４ｂは、基本的に、スロットリングがもはや不
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要であることを基地局１６に知らせるよう基地局１６に信号を送る。基地局１６は、次に
、不連続アップリンク送信許可の発行を中止し、又は、非不連続アップリンク送信許可を
発行する。
【００４２】
　ＲＲＣシグナリングは、ＵＴＭＳについては３ＧＰＰ　ＴＳ　２５．３３１、ＬＴＥに
ついては３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３３１で指定されている。新しいメッセージビットパタ
ーンを端末ケイパビリティ更新手続に含めることができるはずである。一実施形態では、
新しいメッセージは、例えば、それぞれ、２つ、４つ、又は８つのデューティサイクルレ
ベルの可能性を与える、１ビット、２ビット、又は３ビットによって信号を送られ得る、
アップリンク送信許可のための最大デューティサイクルを表すデータを含む。複数のデュ
ーティサイクルレベルが指定されるため、一実施形態では、同じＲＲＣシグナリングメッ
セージを、現在スロットリングされている端末１４ａ又は端末１４ｂが、スロットリング
を終了するよう、且つ／又は非不連続アップリンク送信許可を発行するよう基地局１６に
要求するのに再利用することができる。
【００４３】
　図２Ａ及び図２Ｂに、端末が不連続アップリンク送信許可を発行するよう基地局に信号
を送る前（図２Ａ）の端末送信許可と信号を送った後（図２Ｂ）の端末送信許可の生じ得
る差異例を例示する図を示す。例示されるアップリンク送信許可は例にすぎず、基地局は
多くの他の異なるアップリンク送信許可を提供することができる。図２Ａの例では、端末
が基地局に不連続アップリンク送信許可について信号を送る前に連続送信が許可される。
よって、端末が基地局に不連続アップリンク送信許可を発行するよう信号を来る前に、基
地局は端末が時間ｔにわたって送信することを許す。端末が基地局に不連続アップリンク
送信許可について信号を送った後に、図２Ｂに示すように、不連続送信が許可され、よっ
て、不連続送信のアップリンク許可が受信された後で、アップリンク送信は、時間ｔより
短い送信バーストに制限される。
【００４４】
　一実施形態では、端末は、不連続アップリンク送信許可についての最大デューティサイ
クルを表すデータを含む要求信号を送信する。一実施形態では、最大デューティサイクル
を表すデータは、２つの可能な最大デューティサイクルレベルを表す１ビットに対応する
。１ビットのシグナリングでの可能な最大デューティサイクルレベルは、約１／３デュー
ティサイクル及び約２／３デューティサイクル、並びに約１／２デューティサイクル及び
約１００％のデューティサイクルを含む。別の実施形態では、最大デューティサイクルを
表すデータは、４つの可能な最大デューティサイクルレベルを表す２ビットに対応する。
２ビットのシグナリングでの可能な最大デューティサイクルレベルは、約１／５デューテ
ィサイクル、約２／５デューティサイクル、約３／５デューティサイクル、及び約４／５
デューティサイクル、並びに約１／４デューティサイクル、約１／２デューティサイクル
、約３／４デューティサイクル、及び約１００％のデューティサイクルを含む。更に別の
実施形態では、最大デューティサイクルを表すデータは、８つの可能な最大デューティサ
イクルレベルを表す３ビットに対応する。３ビットのシグナリングでの可能な最大デュー
ティサイクルレベルは、約１／９デューティサイクル、約２／９デューティサイクル、約
１／３デューティサイクル、約４／９デューティサイクル、約５／９デューティサイクル
、約６／９デューティサイクル、約７／９デューティサイクル、及び約８／９デューティ
サイクル、並びに約１／８デューティサイクル、約１／４デューティサイクル、約３／８
デューティサイクル、約１／２デューティサイクル、約５／８デューティサイクル、約３
／８デューティサイクル、約７／８デューティサイクル、及び約１００％のデューティサ
イクルを含む。
【００４５】
　図３に、端末１４及び基地局１６の例示的なブロック図を含むＲＡＮ１２の概略図を示
す。
【００４６】
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　端末１４は、端末電力消費が低減されるべきかどうか判定する電力消費論理１４１を含
む。一実施形態では、電力消費論理１４１は、端末１４は過熱しており、又は過熱のリス
クにさらされていると判定したという理由で、端末電力消費が低減されるべきであると判
定する。別の実施形態では、電力消費論理１４１は、端末１４への電力供給不足が存在す
ると判定したという理由で、端末電力消費が低減されるべきであると判定する。更に別の
実施形態では、電力消費論理１４１は、端末１４は比吸収率（ＳＡＲ）の規制要件を超え
ており、又は超えるリスクにさらされていると判定したという理由で、端末電力消費が低
減されるべきであると判定する。電力消費論理１４１は、端末電力消費が低減されるべき
であると判定すると、指示を発行する。
【００４７】
　端末１４は、電力消費論理１４１から、端末電力消費が低減されるべきであるかどうか
についての指示を受け取るスロットリング論理１４２も含む。スロットリング論理１４２
が電力消費論理１４１から、端末電力消費が低減されるべきであるという指示を受け取る
と、スロットリング論理１４２は、基地局１６へ送信するためのデータを含み、端末１４
への不連続アップリンク送信許可を発行するよう基地局１６に指示するスロットリング要
求信号を符号化する。
【００４８】
　端末１４は、スロットリング要求信号を送信する送信機１４３と、基地局１６からアッ
プリンク送信許可を受信するように構成される受信機１４４とを更に含む。一実施形態で
は、送信機１４３は無線リソース制御（ＲＲＣ）層２５を介してスロットリング要求信号
を送信する。
【００４９】
　端末１４は、電力消費論理１４１、スロットリング論理１４２、送信機１４３、及び受
信機１４４に動作可能に接続され、それによって端末１４を制御する端末コントローラ１
４５を更に含む。
【００５０】
　基地局１６は、端末１４からスロットリング要求信号を受信する受信機１６１と、受信
機１６１に接続され、スロットリング要求信号を受け取る場合、不連続アップリンク送信
許可信号を生成するアップリンク送信スケジューリング論理１６２とを含む。基地局１６
は、端末１４へ不連続アップリンク送信許可信号を送信する、アップリンク送信スケジュ
ーリング論理１６２に接続された送信機１６３を更に含む。一実施形態では、送信機１６
３は、ＬＴＥについて指定される物理制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）１７を介して受信機１
４４へ不連続アップリンク送信許可信号を送信するが、他の実施形態では、他のチャネル
が使用される。
【００５１】
　基地局１６は、受信機１６１、アップリンク送信スケジューリング論理１６２、及び送
信機１６３に動作可能に接続され、それによって基地局１６を制御する基地局コントロー
ラ１６４を更に含む。
【００５２】
　一実施形態では、電力消費論理１４１は、端末電力消費がもうそれ以上低減される必要
がないかどうかも判定する。一実施形態では、電力消費論理１４１は、端末１４はもはや
過熱のリスクにさらされていない、端末１４への電力供給不足がもはや存在しない、又は
端末１４はもはやＳＡＲの規制要件を超えるリスクにさらされていないと判定したという
理由で、端末電力消費がもうそれ以上低減されるべきでないと判定する。電力消費論理１
４１は、端末電力消費がもうそれ以上低減されるべきでないと判定すると、別の指示を発
行する。スロットリング論理１４２は電力消費論理１４１から、端末電力消費がもうそれ
以上低減されるべきでないかどうかについての指示を受け取り、端末１４への不連続アッ
プリンク送信許可をもうそれ以上発行しないよう基地局１６に指示するデータを含む第２
のスロットリング要求信号を符号化する。送信機１４３は、第２のスロットリング要求信
号を送信する。この場合、受信機１６１は、要求側の端末１４から第２のスロットリング



(14) JP 2015-529055 A 2015.10.1

10

20

30

40

50

要求信号を受信し、アップリンク送信スケジューリング論理１６２は、第２のスロットリ
ング要求信号を受け取る場合、送信機１６３が要求側の端末１４へ送信するための非不連
続アップリンク送信許可信号を生成する。
【００５３】
　上記の特徴に従って、図４及び図５に、無線通信ネットワークにおける基地局と端末と
の間の通信についての１つ以上の通信パラメータの動的適応のための例示的方法を実装す
る論理動作を例示する流れ図を示す。例示的方法は、例えば、ここで開示される、基地局
、端末、携帯電話機、フラッシュデバイス又は機械可読記憶媒体の実施形態を実行するこ
とによって実行され得る。よって、図４及び図５の流れ図は、ハードウェア、ソフトウェ
ア、又はハードウェアとソフトウェアの組み合わせの運用によって上記のシステム又はデ
バイスにおいて実行される方法のステップを示すものとみなされ得る。図４及び図５には
、機能的論理ブロックを実行する特定の順序を示すが、各ブロックを実行する順序は図示
の順序に対して変更されてよい。また、連続して示される２つ以上のブロックが同時に、
又は部分的に同時に実行されてもよい。いくつかのブロックが省かれてもよい。
【００５４】
　図４に関して、端末要求による基地局制御の端末の送信スロットリングのための方法４
０の論理フローは、４１で、端末電力消費が低減されるべきかどうか判定することを含む
。４２で、端末電力消費が低減されるべきである場合、４３で、基地局が端末への不連続
アップリンク送信許可を発行するよう基地局へスロットリング要求信号を送信し、４１へ
戻って端末電力消費が低減されるべきであるかどうか判定する。また４４で、方法４０は
、基地局から、不連続アップリンク送信許可を受信することも含む。４２に戻って、端末
電力消費が低減されるべきでない場合、４５で、方法４０は、基地局へ第２のスロットリ
ング要求信号を送信することを含み、４１へ戻って端末電力消費が低減されるべきである
かどうか判定する。一実施形態では、基地局へ第２のスロットリング要求信号を送信する
ことは、不連続アップリンク送信許可が端末によって受信された場合に限って行われる。
また４６で、方法４０は、基地局から、非不連続アップリンク送信許可を受信することも
含む。
【００５５】
　図５に関しては、端末要求による基地局制御の端末の送信スロットリングを含む無線通
信システムで動作するための電子デバイスのための方法５０の論理フローが示されている
。５１で、方法５０は、要求側の端末からスロットリング要求信号を受信することを含む
。５２で、スロットリング要求信号が、端末への不連続アップリンク送信許可を発行する
よう指示するデータを含む場合、５３で、不連続アップリンク送信許可信号を生成し、５
４で、要求側の端末へアップリンク送信許可信号を送信する。５２に戻って、スロットリ
ング要求信号が、端末への不連続アップリンク送信許可を発行しないよう指示するデータ
を含む場合、５５で、非不連続アップリンク送信許可信号を生成し、５４で、要求側の端
末へアップリンク送信許可信号を送信する。
【００５６】
　図６に、例示的な実施形態において携帯電話機１００で表される、例示的な端末の詳細
なブロック図を示す。電話機１００は、電話機１００の全般的動作に責任を負う制御回路
６３２を含む。このために、制御回路６３２は、端末として機能する電話機１００の一部
に関連する、又はこれを形成するアプリケーションを含む、種々のアプリケーションを実
行する端末コントローラ１４５を含む。
【００５７】
　一実施形態では、図１～図５を参照して前述した端末として働く電話機１００の機能が
、電話機１００の非一時的なコンピュータ可読媒体２４４（例えば、メモリ、ハードドラ
イブなど）に記憶される実行可能論理（例えば、命令行、ソフトウェア、プログラム）の
形で具現化され、制御回路６３２によって実行される。前述の動作は、電話機１００によ
って実行される方法とみなされ得る。図示され、説明された技法の変形も可能であり、し
たがって、開示の実施形態は、電話機１００の機能を実行する唯一のやり方とみなすべき
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ではない。
【００５８】
　電話機１００はＧＵＩ１１０を更に含み、ＧＵＩ１１０は、ビデオデータを、ＧＵＩを
駆動するのに使用されるビデオ信号に変換するビデオ回路６２６によって制御回路６３２
に結合され得る。ビデオ回路６２６は、任意の適切なバッファ、復号器、ビデオデータプ
ロセッサなどを含み得る。
【００５９】
　電話機１００は、電話機１００が電話通話といった通信接続を確立することを可能にす
る通信回路を更に含む。例示的な実施形態では、通信回路は、無線回路６１６を含む。無
線回路６１６は、受信機１４４、送信機１４３、及び（１つ以上の）アンテナアセンブリ
を含む１つ以上の無線周波数送受信機を含む。電話機１００は複数の規格を用いて通信す
ることができるため、受信機１４４及び送信機１４３を含む無線回路６１６は、種々のサ
ポートされる接続タイプに必要とされる各無線送受信機及びアンテナを表す。受信機１４
４及び送信機１４３を含む無線回路６１６は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈインタフェース上とい
った、電子デバイスとの直接のローカル無線通信に使用される任意の無線送受信機及びア
ンテナを更に表す。
【００６０】
　指示されるように、電話機１００は、電話機１００の機能及び動作の全般的制御を実行
するように構成される主制御回路６３２を含む。制御回路６３２の端末コントローラ１４
５は、中央処理装置（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ又はマイクロプロセッサであって
よい。端末コントローラ１４５は、電話機１００の動作を実行するために、制御回路６３
２内のメモリ（不図示）に、且つ／又は、機械可読記憶媒体２４４といった別個のメモリ
に記憶されたコードを実行する。機械可読記憶媒体２４４は、例えば、バッファ、フラッ
シュメモリ、ハードドライブ、取り外し可能媒体、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、又は他の適切なデバイスのうちの１つ以上であってよい
。典型的な構成において、機械可読記憶媒体２４４は、長期データ記憶のための不揮発性
メモリ、及び制御回路６３２のためのシステムメモリとして機能する揮発性メモリを含む
。機械可読記憶媒体２４４は、データバス上で制御回路６３２とデータを交換し得る。機
械可読記憶媒体２４４と制御回路６３２との間の付随する制御線及びアドレスバスも存在
し得る。機械可読記憶媒体２４４は、非一時的コンピュータ可読媒体とみなされる。一実
施形態では、指示に関するデータが機械可読記憶媒体２４４に記憶される。
【００６１】
　電話機１００は、オーディオ信号を処理するための音声回路６２１を更に含み得る。音
声回路６２１に結合されるのは、ユーザが電話機１００を介して聞き、話し、デバイス１
００の他の機能に関連して生成される音を聞くことを可能にするスピーカ６２２及びマイ
クロフォン６２４である。音声回路６２１は、任意の適切なバッファ、符号器、復号器、
増幅器などを含み得る。
【００６２】
　電話機１００は、図１に関して先に記述された種々のユーザ入力操作に備えたキーパッ
ド１２０を更に含み得る。電話機１００は、１つ以上の入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェース
６２８を更に含み得る。（１つ以上の）Ｉ／Ｏインタフェース６２８は、典型的な電子デ
バイスのＩ／Ｏインタフェースの形であってよく、ケーブルを介して電話機１００を別の
デバイス（例えばコンピュータ）又はアクセサリ（例えば、ＰＨＦ（ｐｅｒｓｏｎａｌ　
ｈａｎｄｓｆｒｅｅ）デバイス）に動作可能に接続するための１つ以上の電気コネクタを
含んでいてよい。さらに、動作電力が（１つ以上の）Ｉ／Ｏインタフェース６２８上で受
け取られてよく、電話機１００内の電源ユニット（ＰＳＵ）６３１の電池に充電する電力
が（１つ以上の）Ｉ／Ｏインタフェース６２８上で受け取られてよい。ＰＳＵ６３１は、
外部電源なしで電話機１００を動作させる電力を供給し得る。
【００６３】
　電話機１００は、種々の他のコンポーネントも含み売る。例えば、ディジタル写真及び
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／又は動画を撮影するための撮像エレメント１０２が存在していてもよい。写真及び／又
は動画に対応する画像ファイル及び／又はビデオファイルは、機械可読記憶媒体２４４に
記憶され得る。別の例として、電話機１００の位置の決定を支援する、全地球測位システ
ム（ＧＰＳ）受信機といった位置データ受信機６３４が存在していてもよい。
【００６４】
　本発明はいくつかの好ましい実施形態に関して図示され、説明されているが、本明細書
を読み、理解すれば、当業者には、均等物及び改変形態が想起されるであろうことが理解
される。本発明は、あらゆるそうした均等物及び改変形態を含み、添付の特許請求の範囲
によってのみ限定されるものである。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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